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☆「意匠法施行規則の一部を改正する省令」について ⑹
☆「意匠登録令施行規則及び工業所有権に関する手続等の特例に関する法律施行規則の一部を改正する省令」について ⑻
☆特許庁人事異動 ……………………………… ⑽

☆知財の常識・非常識 �
　平面商標に基づく商品の立体的形状に対する権利行使の可否 ⑴

１　はじめに
　昨年12月に桜坂法律事務所に入所しました弁護士
の服部謙太朗と申します。
　本連載ではこれまで特許法に関する記事が多いよ
うですので、今回は商標法に関する論点につき検討
したいと思います。
　実務において、依頼者の商品の立体的形状に対し

て、他社が保有する商標権を侵害しているという警
告１がされたといった相談を時々受けます。
　このような事例について警告書に記載の商標権を
確認すると、商品（または商品の部品）の形状を正
面から観察した平面図または商品の斜視図の平面商
標（図形商標）２であることがほとんどで、立体商
標であることはまずありません。つまり、これらの
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